
２ 居宅介護支援の提供方法 

(1)事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若

しくはその家族から求められたときは、これを提示する旨を指導します。

(2)事業の提供を求められたときには利用者の被保険者証により、被保険者資格と要介護認定等の

有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめます。

(3)要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえ

て速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。

(4)要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する１ヶ月前には行われ

るよう必要な援助を行います。

(5)要介護認定等を受けた者の居宅介護サービス計画の作成を、利用者もしくはその家族の意思を

尊重して、医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を

得て総合的・効果的に行い、サービス提供の手続を行います。

(6)事業所は、正当な理由なく事業の提供を拒否いたしません。

(7)通常の事業実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な事業を提供することが困難であ

ると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業所の紹介、その他の必要な支援を行います。

(8)正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介

護状態の程度を増進させる、また、偽りその他不正の行為によって保険給付の支払いを受け、

又は受けようとしたときは、遅滞なく市町村に通知します。

３ 居宅介護支援の内容 

① 居宅介護サービス計画の担当者決定

介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行います。

② 利用者への情報提供

居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及びその家族に対し、当該地区における

指定居宅介護サービス事業者等の名簿・サービス内容・利用料等の情報を提供し、利用者又は

その家族がサービスの選択が可能となるように支援します。また、当該事業所をケアプランに

位置付けた理由を求められた場合には説明いたします。

③ 利用者の実態把握

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって、利用者宅を訪問し、利用者の有してい

る能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現

に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、

解決すべき課題を把握します。

④ 居宅サービス計画原案の作成

利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供さ

れるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居

宅サービス計画の原案を作成します。




